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１章 計画概要・趣旨

（１）計画策定の背景及び目的

全国的な高齢者の増加、人口減少、既存の住宅・建築物の老朽化等により空家等は年々増

加しています。その中には、適切な管理が行われていないことにより、安全性の低下や公衆

衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしている空家等もあり、早急な対策が求められています。

そこで、国は平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」

という。）」を制定し、所有者等が空家等を適切に管理する義務を負うという前提のもと、空

家等を積極的に活用していくことや、特定空家等への措置についても対応が可能になりまし

た。

このような背景の中、河合町では空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施すること

を目的として本計画を策定します。

（２）関連計画との位置づけ

本計画は、特措法第６条の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針に即したものとして策定します。

また、本町の最上位計画である「河合愛ＡＩ構想」と整合を図り定めています。

空家等対策の推進
に関する特別措置法 根拠

根拠

河合愛ＡＩ構想

空家等に関する施策を
総合的かつ計画的に
実施するための基本的な指針

適合

河合町

空家等対策計画

（本計画）

（令和４年 5月策定）

計画の位置づけ

整

合

都市計画マスタープラン

整

合

１－１ 計画の背景・目的・位置づけ
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（１）計画対象地区

河合町内全域に空家等がみられ、様々な問題が生じていることから、本計画の対象地区は

河合町全域とします。

（２）計画の対象とする空家等の種類

本計画の対象とする空家等は、特措法第２条第１項に規定されている「空家等」（※１）

及び特措法第２条第２項に規定されている「特定空家等」（※２）とします。

長屋建ての空き住戸についても、計画対象とします。

なお、本計画においては、町が所有し又は管理する休止施設等についても対象とします。

また、本町が所有及び管理する建築物で、人口減少等に伴い廃止される施設について、本

計画の趣旨に基づき建築物の適正管理及び有効活用に努め、老朽化した建築物の除却を進め

ます。

※１ 特措法第２条（定義）第１項 空家等

建築物（※３）又はこれに附属する工作物（※４）であって居住その他の使用がなされて

いないことが常態（※５）であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。

※２ 特措法第２条（定義）第２項 特定空家等

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※３ 建築物

建築基準法（昭和２５年制定）第２条第１号の建築物と同義であり、土地に定着する工作

物のうち、屋根又は柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに

附属する工作物（※４）門若しくは塀等をいう。

※４ これに附属する工作物

ネオン看板等、門又は塀以外の建築物に附属する工作物をいう。

※５ 居住その他の使用がなされていないことが常態

人の日常生活が営まれていない、営業が行われていない等、概ね年間を通して建築物等の

使用実績がないことが１つの基準となる。

１－２ 対象地区・種類
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令和４年度から令和１３年度の１０年間とします。

なお、本計画に基づく対策の進捗状況や効果の程度、社会・経済状況の変化や国・県の動

向、町の上位計画等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行います。

また、具体的な施策については、河合町空家等対策実施計画を策定し取り組みます。

１－３ 計画の期間

河合町空家等対策計画

河合町空家等対策実施計画

（令和４年度から令和１３年度）

河合町空家等対策計画

河合町空家等対策実施計画

（令和１４年度から令和２３年度）
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２章 空家等の現状・問題点

(１）統計調査等による現状

①人口の推移

１５歳未満の年少人口の推移は、出生数の低下等で減少傾向が続き、令和元年には１，６

８７人となっており、平成２年の３，８４０人から約３０年間で２，１５３人、５６．１％

の減少となっています。

次に１５歳～６４歳までの生産年齢人口の推移は、西大和ニュータウン開発に伴って転

入された方々の子世代が結婚、就職等で転出が多くなったことにより、減少傾向にあり、令

和元年には８，９６３人と、ピーク時の平成９年の１４，５５３人から約２０年間で５，５

９０人、３８．４％の減少となっています。

最後に６５歳以上の老年人口の推移は、平成８年に老年人口が年少人口を超えて以降も、

その傾向が続き、令和元年には６，５２７人、高齢化率は３８．０％に達し、町民３人に１

人が高齢者となっています。

高齢化率は 30年
間で 9.8

%か
ら 38.

0%へ
急激に増加しています。

２－１ 町の状況
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②今後の人口推移と人口目標

本町の人口は、令和３年３月末現在で１７，３７２人（住民基本台帳）となっていますが、

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）が予測する本町の約４０年後の

人口は７，８４１人となっています。

また、転入転出者による社会増減が均衡（０人）していると仮定した場合で、現人口水

準を維持するための出生数について必要とされている合計特殊出生率（※）を２．０７ま

で段階的に伸ばした条件の自然増減のみを影響させた推計においても、本町の人口は約４

０年後１３，０６６人と予測できます。

しかし、国が日本の人口１億２千万人から令和４２年で１億人を目指し、人口減少の抑

制を図っており、その減少率を本町にも当てはめて考慮すると、同時期における本町の社会

経済基盤を保つためには約１５，５００人を確保・維持していくことが必要になりますので、

本町の将来目標人口にしています。

※合計特殊出生率

女性が出産可能な年齢を１５歳から４９歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し

合わせることで、人口構成の偏りを排除し、女性が一生の間に産む子どもの数の平均数を示

す数値。

0人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

14,000人

16,000人

18,000人

20,000人

H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

河合町人口の推計シュミレーション

町の目標

自然増減のみ反映

社人研の推計

15,500

13,066

7,841

18,531

出典：河合町人口ビジョン
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③転入者及び転出者確認（転入元及び転出先）

令和２年度の人口移動を確認した結果、転入元は奈良県外が最も多い２７９人（５０．５%）、

次いで北葛城郡内（王寺町・上牧町・広陵町）の６８人（１２．３%）となっています。

転出先も奈良県外が最も多い２８５人（４９．１％）、次いで北葛城郡内（王寺町・上牧

町・広陵町）の１２２人（２１．０％）となっています。

※令和３年３月末住民福祉課データ

転入者 転入率 転出者 転出率

奈良県外 ２７９人 ５０．５％ ２８５人 ４９．１％

奈良市 ３０人 ５．４％ ２０人 ３．４％

生駒市 ６人 １．１％ ７人 １．２％

大和郡山市 １８人 ３．３％ ２７人 ４．７％

橿原市 ２３人 ４．２％ １２人 ２．１％

天理市 １２人 ２．１％ ４人 ０．７％

大和高田市 １２人 ２．１％ １５人 ２．６％

香芝市 １７人 ３．１％ １５人 ２．６％

葛城市 １人 ０．２％ １人 ０．２％

御所市 １人 ０．２％ ３人 ０．５％

五條市 １人 ０．２％ ２人 ０．３％

桜井市 ６人 １．１％ ６人 １．１％

宇陀市 ２人 ０．４％ ０人 ０％

磯城郡 １５人 ２．７％ １６人 ２．８％

生駒郡 ６０人 １０．９％ ４０人 ６．９％

北葛城郡 ６８人 １２．３％ １２２人 ２１．０％

高市郡 １人 ０．２％ ０人 ０％

吉野郡 ０人 ０％ ３人 ０．５％

山辺郡 ０人 ０％ ２人 ０．３％

合計 ５５２人 ５８０人
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（１）空家等の推移

各大字総代及び自治会長の協力により、実施して頂いた空家等の調査結果です。

平成２６年度から増加傾向にあり、平成２３年度から平成３０年度にかけてみると、９０

戸が７年の間に空家等となっています。

久美ケ丘・中山台・広瀬台といった、西大和ニュータウンの空家等の増加がみられます。

※１ 緑ヶ丘含む

※２ 城古及び市場

※３ 星和台公団除く

－ 未回答

大字自治会 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

池部※１ １７ ９ １３ １３ １７ １７ ２０ ２１

穴闇 １７ １７ １７ ２４ ２３ ２５ ３０ ２７

長楽 ９ ８ ９ ９ ８ １０ ９ １１

川合※２ ２２ ４ ６ １５ ７ ２１ ２０ １２

西穴闇 ６ ８ － － － － － －

城内 ２ ５ ６ ５ － － ５ ６

大輪田 ７ － １４ － １９ ２１ ２０ ２０

薬井 ０ － １ １ ２ ２ １ １

山坊 １ １ １ ０ ０ ０ ０ １

佐味田 １５ １５ １５ １７ ２４ ２３ － ２３

泉台 ３８ ４２ ４８ ３７ ４０ ３３ ４０ ４３

星和台※３ ６６ ６６ ３５ ４１ ４２ ３３ ３６ ３７

広瀬台 ０ ２３ ２６ ２２ ３３ ４１ ５５ ５５

中山台 ２６ ３１ ２９ ３８ ３６ ４０ ４０ ４１

高塚台 1・3 １３ １４ １６ ７ ５ ２ ５ １７

高塚台２ ２０ １８ １８ １６ １６ １５ １５ ２２

久美ケ丘 １０ ９ ９ ７ １２ １４ ２２ ２１

彩りの杜 ０ － ０ ０ ０ ０ １ １

合計 ２６９ ２７０ ２６３ ２４３ ２８４ ２９７ ３１９ ３５９

２－２ 空家等の調査
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（２）令和２年度空家等外観調査

①調査の目的

町内における空家等の建築物の状況や管理状態、周辺への影響度を把握するために外観調

査を実施しました。

②調査対象範囲及び期間

・調査対象範囲 町内全域

・外観調査期間 令和２年４月から１１月

・対象空家 空家等及び長屋建て住宅含む

③概要

令和２年度に実施した外観調査の結果、町内に４５９戸の空家等候補が確認され、公道か

らの外観目視により、各空家等の状況（傾斜や損傷及び周囲への影響等）を確認しています。

しかし、この調査はあくまでも敷地外からの外観目視調査であり、特措法第２条第２項に

規定されている特定空家等については、今後町が作成する判断基準に基づき詳細な調査を実

施し、河合町空家等対策協議会の意見を踏まえて判定します。
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④大字自治会ごとの空家等戸数

平成３０年度の各大字総代及び自治会長による調査結果を基に、国勢調査及び水道情報等

を基に調査対象戸数を確定後に、職員による外観調査（目視による調査）を実施した結果で

す。

旧集落地区で１番空家戸数が多いのは、川合で５７戸となっています。空家率が高いのは、

西穴闇の３０．１％となっています。

記号 大字自治会

住宅総戸数（Ａ）

令和２年４月

※店舗除く

空家戸数

（Ｂ）

空家率（％）

（Ｂ／Ａ）

Ａ 池部 ３４５ １９ ５．５

Ｂ
穴闇 ３９３ ２８ ７．１

西穴闇 １３６ ４１ ３０．１

Ｃ 長楽 ９０ １１ １２．２

Ｄ 川合 ４６６ ５７ １２．２

Ｅ 城内 ５８ １０ １７．２

Ｆ 大輪田 ４３０ ２７ ６．３

Ｇ 薬井 １２５ ５ ４．０

Ｈ 山坊 ７７ ２ ２．６

Ｉ 佐味田 ４０１ ４０ １０．０

Ｊ 泉台 ６２６ ４９ ７．８

Ｋ 星和台 ５９３ ４５ ７．６

Ｌ 広瀬台 ５４７ ３３ ６．０

Ｍ 中山台 ４８８ ３８ ７．８

Ｎ 高塚台１・３ ４４９ ９ ２．０

Ｏ 高塚台２ ４６５ ２５ ５．４

Ｐ 久美ケ丘 ４６３ １９ ４．１

Ｑ 彩りの杜 ５４ １ １．９

Ｒ 西山台 ３３ ０ －

合計 ６，２３９ ４５９ ７．４
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空家等の分布図
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⑤大字自治会ごとの空家等の状況

外観調査結果による、大字・自治会ごとの空家等の状況を総合的に判定しています。

特に、周囲への影響がより大きい調査項目（５項目）については、問題が発生した場合に

周囲への影響がより大きいこと（落下等による隣接家屋の屋根損傷や歩行者等のけが等）を

想定して判定しています。

管理不全空家等については、西大和ニュータウン地区に６１．９%（１３戸）、特定空家等

と思われる空家等については、全てが旧集落地区に存在しています。

大字自治会 空家等判定の内訳

特定空家等と思われる
空家等 管理不全空家等 近隣に影響のない

空家等
管理されている

空家等

池部 ０ ０ １９ ０

穴闇 ２ ０ ２４ ２

長楽 １ ０ １０ ０

川合 ２ １ ５３ １

西穴闇 １ ２ ３８ ０

城内 ０ １ ７ １

大輪田 ０ １ ２５ １

薬井 ０ ０ ５ ０

山坊 ０ ０ ２ ０

佐味田 ２ ０ ３６ ２

泉台 ０ ３ ４４ ２

星和台 ０ ６ ３６ ４

広瀬台 ０ ２ ３１ ０

中山台 ０ ３ ３２ ３

高塚台１・３ ０ ０ ９ ０

高塚台２ ０ １ ２２ ２

久美ケ丘 ０ １ １８ ０

彩りの杜 ０ ０ １ ０

西山台 ０ ０ ０ ０

合計 ８ ２１ ４１２ １８
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⑥建築の時期別住宅数

本町は、大阪都心部への通勤圏にあり、旧集落と大規模住宅開発地（西大和ニュータウ

ン）が混在する「田園都市」です。昭和４５年１月頃から近鉄田原本線大輪田駅周辺の星

和台１丁目から西大和ニュータウンの開発が始まり、平成４年９月に久美ケ丘の分譲を最後

に大規模住宅開発は終了しました。

旧集落の住宅は３，１４７戸（５０．４％）、大規模住宅開発地は３，０９２戸（４９．

６％）とほぼ同じ割合になります。

なお、旧耐震基準（昭和５６年以前）に建設された住宅は１，９８０戸（３２．０％）と

なっています。

空家等については、旧耐震基準（昭和５６年以前）に建設された住宅は２４９戸（５４．

２％）となっています。
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《外観調査のフロー》

①自治会情報等 ②水道情報 ③所有者情報等

机上調査での対象家屋の抽出
（住宅総戸数６，２３９戸のうち７０４戸）

空家等判定（７０４戸）
①空家判定指標項目調査

空家等でない（２４５戸）
（居住あり・更地）

調査終了

空家等と判定した建物（４５９戸）
②空家管理状況調査

・状況確認（現場写真）

空家利活用意向調査

空家等のデータベース作成

机
上
調
査

外
観
調
査
（
職
員
に
よ
る
現
地
調
査
票
に
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づ
く
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判定 危険度判定点数合計 判定結果内容

Ａ １４点以上 特定空家等と思われる空家等

Ｂ ９～１３点 管理不全空家等

Ｃ ５～８点 近隣に影響のない空家等

Ｄ ４点以下 管理されている空家等
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空家等の現状、外観調査結果の分析、利活用意向調査結果等から、町内の空家等に関する

課題を整理すると次のような課題が考えられます。

（１）所有者等への管理意識の向上及び空家予防チラシ等による啓発

空家等は、特措法第３条（空家等の所有者等の責務）により、所有者等により適切に管理

しなければなりません。

しかし、「空家利活用意向調査」結果から居住者の死亡や入所、転勤等の理由により、適

切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等もあります。

・居住者の転居や転勤 ４３件

・居住者の施設等への入所、入院 ５３件

・居住者の死亡 ６５件

・相続等で取得したが入居していない １６件

１７７件（６６．５％）

空家等にしない対策や空家等になってしまった後も、所有者等が適切に維持及び管理する

必要性について定期的に啓発しなければなりません。

２－３ 空家等の課題
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（２）空家等・跡地の流通及び利活用の推進及び市街化調整区域内の空家等への対応

①空家等・跡地の流通及び利活用の推進

「空家利活用意向調査」の「住宅の今後の利活用について」で、所有者等から空家等の利

活用及び解体を希望すると回答されています。

・売却したい ７０件

・人に貸したい １２件

・建物は取り壊して、空き地・駐車場にしたい １０件

・自治体等と連携して、地域住民・コミュニティなどに有効活用してもらいたい ９件

１０１件（３７．９％）

売却及び貸借が可能な空家等及び跡地の利活用について、有効な施策について検討しなけ

ればなりません。

また、自治体等に有効活用してもらいたい（町への寄付含む）と希望している所有者等に

対しても、有効な施策を検討しなければなりません。

なお、町行政だけで対応できない内容については、空家等に関する知識を有する専門家（不

動産・建築等）や専門団体と連携して対応できる仕組みを検討しなければなりません。
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②市街化調整区域内の空家等への対応

令和２年度に実施しました「空家等外観調査」結果から、市街化調整区域にある空家等は

１００戸（２１．７％）存在します。

市街化調整区域の空家等の利活用についても、売買及び賃貸できる空家等については利活

用を進める為の取り組みを進めなければなりません。

さらに、集落の魅力（自然環境等）を活用した利活用についても検討する必要があります。

また、市街化調整区域内の空家等の建替えについては他法令により制限がありますが、町

として何らかの対応を検討しなければなりません。
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（３）管理不全空家等及び特定空家等と思われる空家等への対応

社会情勢の変化や人口減少等により、空家等に関する相談等は空家等の担当窓口が設置さ

れて以降、町による対応を実施した件数は増加傾向にあります。

・令和元年度２４件

・令和２年度３４件

令和２年度に実施した「空家等外観調査」において、管理不全空家等及び特定空家等と思

われる空家等を確認しています。

・管理不全空家等 ２１戸

・特定空家等と思われる空家等 ８戸

２９戸（６．３％）

管理不全空家等をそのまま管理せずに放置した結果、特定空家等になるおそれもあります。

また、特定空家等と思われる空家等の中には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状

態の空家等も存在します。

安心で安全な生活環境を守るために、令和４年２月１日施行の条例及び特措法により所有

者等に対する措置を実施しなければなりません。

また、老朽化した危険な空家等については所有者等に解体及び除却を促すために町独自の

補助制度を検討します。
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３章 空家等に関する対策

空家等は、所有者等により適切に管理する義務があります。同時に、空家等を有効活用す

れば、まちづくりの財産にもなり得ます。

行政には空家等の適切な管理の促進、利活用に関する情報発信、空家等の所有者等への支

援、特定空家等及び管理不全空家等への措置が求められています。

また、行政だけでは空家等に対応するのは困難な状態なため、地域住民・住民組織や専門

家、関係団体と連携しながら空家等対策に取り組んでいく必要があります。



- 21 -

空家等に対する施策体制
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空家等の所有者等及び町民に、空家等になる前から空家等の問題について、理解をしてい

ただき、空家等になった場合には適切な維持管理について、町から情報発信・啓発等の取り

組みを行います。

（１）住宅所有者等への意識啓発

①広報及びホームページ等による情報提供

空家等の発生を予防するには所有者等が相続や転居によって空家等となる前に、空家等が

周囲や地域に悪影響を及ぼしかねないとの認識を持ってもらい、日頃から空家等の適正な管

理の必要性について、広報及びホームページ等を通じて情報提供を行います。

<具体的な取り組み>

②講演会等を通じた情報提供

空家等に関する問題は法律や不動産等、専門的な内容も多く含まれるため、町内で開催さ

れる空き家セミナー及び空家相談会等について情報提供を行います。

<具体的な取り組み>

● 広報「かわい」や町ホームページ等による啓発・情報提供

● 空家相談及び管理チラシ等の作成と配布による啓発・情報提供

● 町イベントや地域の集会等での啓発・情報提供

● 関係団体等と連携した空き家セミナー及び空家相談会の開催

● 地域による空家等の見守り及び管理にむけた取り組み

（所有者等への働きかけ、地域住民による見守りや状態確認、町への情報提供等）

３－１ 予防・抑制、適正管理
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「空家管理チラシ」

「空家相談チラシ」
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（２）住宅等の良質化や安全性の向上

①耐震診断、耐震改修工事の支援

空家等は新耐震基準以前に建てられ老朽化が進んでいるものも多く、地震に伴う倒壊によ

り道路を塞いでしまう等、避難等の妨げになる恐れがあります。このような被害を減らすた

めには建築物の耐震性を高めることが重要であり、本町では耐震診断や耐震改修工事に関す

る取り組みを進めます。

<具体的な取り組み>

②空家等のリフォームの推進

空家等の中には、設備や構造の老朽化、生活様式の変化に対応できない等により、高齢者

や子育て世代にとって住みにくい空家等もあります。質の高い住宅の形成や高齢者、子育て

世代も過ごしやすい住環境の整備を図るため、空家等の長寿命化や複数世帯が同居できるよ

う空家等のリフォームに対する支援を検討します。

<具体的な取り組み>

③危険な空家等に対する除却等の取り組み

所有者等が不明のために放置されている空家等や、所有者等により管理がされていない空

家等により、周辺地域の安全に影響を与える危険な空家等については、個々の状況を確認の

うえ、特措法に規定する除却等を含む適正な対処に努めます。

また、これらの除却については、自ら除却する所有者等との公平性の確保や行政が対応し

てくれることを前提とした自らの管理責任の放棄（モラルハザード）等の課題もあることか

ら、緊急性や公益性等を十分考慮して、支援を検討します。

<具体的な取り組み>

● 耐震診断、耐震改修工事、住宅診断等に関する補助制度の周知

● 空家等の利活用にむけたリフォームに関する補助制度の検討

（子育て家族や高齢者家族等の専用住居等）

● 空家等の除却に対する補助制度
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（３）空家等に係る相談及び支援

①空家等に係る相談・支援等の窓口

現在、空家等に関する相談等の窓口は、「住宅課」が総合窓口となっています。今後も、

空家等に係る相談等の窓口は、住民にわかりやすく相談しやすい対応に努めます。

また、相続や転居等により空家等を所有することになった空家等の所有者の相談をはじめ、

賃貸・売買・解体等に関する専門的な相談に対応できるように、不動産や建築、法務等の関

連団体や専門家と連携し、空家等の所有者が空家等の方向性を迅速に決定できるよう体制を

検討します。

<具体的な取り組み>

● 総合窓口の設置「住宅課」

ワンストップ相談窓口 相談 ワンストップ相談窓口（事務局）

連絡
ワンストップ対応 【住宅課】 庁内関係担当課等

連携

相談者 連携関係者

空家の相談できる窓口を一本化 ①建築士 ②司法書士 ③不動産業

（利活用・売買・解体等） ④建築業 ⑤解体業 等
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中古住宅や空家等の除却後の跡地の流通にむけた施策を実施し、併せて、地域住民や関係

団体等の活動場所として利活用を検討する必要があります。

（１）空家等の活用支援

①空家等及び跡地の利活用にむけた支援

令和２年度に実施した「空家利活用意向調査」結果に基づき、空家等の利活用や流通の促

進を図るため空家等の活用支援に関する費用の補助等について検討します。

空家等及び跡地は、住宅や住宅用地として利用するだけではなく、公共公益的に活用する

地域資源等として、活用方法に関する検討及び情報提供の取り組みを行います。

<具体的な取り組み>

②市街化調整区域における空家等の利活用にむけた制度の検討

市街化調整区域内においても、空家等は発生しています。

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域に位置付けられており、新たな利活用には制限

や手続が必要です。制度が複雑で、住民に浸透していないため空家等の利活用を鈍化させる

一因となっていることから、市街化調整区域で立地可能な建物用途や制度について広く周知

します。

<具体的な取り組み>

● 空家等を地域で活用（高齢者・障害者・子育て支援施設等に活用）する場合の支

援制度の検討（賃貸費補助等）

● 公共的な利活用が可能な空家等及び跡地の情報収集

● 国の補助制度を活用した利活用（旧河合町立河合第３小学校の利活用等）

● 古民家空家や農地付き空家の利活用について検討

● 市街化調整区域内の用途変更に関する規制緩和等の検討

３－２ 流通及び利活用
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（２）民間との連携による活用支援

①「空き家バンク」による活用支援

空家等の売却・貸出の希望者から相談を受けた情報について、空家等を利用したい人に紹

介しマッチングする仕組みとして「空き家バンク」があります。本町でも社会情勢の変化に

伴い今後、空家等がさらに発生すると見込まれるため、「空き家バンク」の活用が効果的で

あると考え、「空き家バンク」を運営する民間事業者と連携した取り組みを行います。

<具体的な取り組み>

● 「空き家バンク」の活用促進（空き家バンクの周知）

● 「空き家バンク」以外の民間事業者による空家関係制度の情報提供

「空き家バンク」とは

空家に関する物件情報を自治体のホームページ等で公開し、空家を「売りたい・貸したい」

という所有者と、「買いたい・借りたい」という利用希望者とのマッチングを行う制度です。定

住促進や空家の流通促進（住宅以外の用途も可能）等を目的とし、全国の多くの自治体で活用

されています。

本町においては、ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュを通じて所有者や利用希望者を支援しま

す。

※本町のホームページからのリンクにより、ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュの「空き家バ

ンク」のページに移動できます。

空家所有者 空き家バンク 移住定住希望者
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※参考

①一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）による「マイホーム借上げ制度」

②金融機関による「リバースモーゲージ」

「マイホーム借上げ制度」とは

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）の「マイホーム借上げ制度」は、５０歳

以上のシニア皆様を対象にマイホームを借上げて転貸し、賃料収入を保証する制度です。この

制度により、自宅（空家を含む）を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用する

ことができます。

「リバースモーゲージ」とは

自宅を担保に生活資金を借入れし、自らの持ち家を継続して住み続け、借入人が死亡したと

きに担保となっていた不動産を処分し、借入金を返済する仕組みです。



- 29 -

空家等の管理については、所有者等の責任にて管理しなければなりません。

管理されていない空家等の問題の解決は、原則、当事者間（例えば、近隣住民と所有者等）

になります。

しかし、近隣住民が所有者等と連絡が取れない場合や連絡が難しい場合は、町が所有者等

を調査し連絡します。空家等を適切に管理されていない状態の時は、町から適切な管理のお

願いの通知を送付する等の対応を行い、措置について記録します。

本町では、空家等の相談窓口を設置し相談しやすい環境を整えています。

（１）空家等の状況把握

①空家等の所有者等からの通知及び地域からの情報提供

空家等が発生する場合には、空家等の所有者等自ら本町の総合窓口に連絡するよう周知徹

底を図るほか、地元自治会や近隣住民からの連絡により空家等の発生を把握します。

また、所有者等には、維持管理の方法や「空き家バンク」制度の活用等について情報提供

し、空家等の適正管理を促進します。

<具体的な取り組み>

②空家等外観調査及び所有者等への意向調査

令和２年度に空家等の実態把握のため「空家等外観調査」を実施しました。

外観調査結果に基づき、所有者等に対して「空家利活用意向調査」も実施しました。引き

続き、空家等の実態把握にむけて地元自治会に協力を得て、周辺地域における空家等につい

ての情報の提供を依頼します。

新たな空家等の所有者等も含めて、「空家等利活用意向調査」の実施についても検討しま

す。

● 所有者等の責任による改善・解決にむけたていねいな働きかけ

● 「管理不全空家等」及び「特定空家等」の判断基準

（国ガイドラインを参考に河合町空家等対策協議会にて審議。）

● 特措法以外での対応

３－３ 空家等への対応
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<具体的な取り組み>

③空家等情報のデータ化

空家等の対策を円滑に実施できるよう情報を一元的に管理するため、空家等の所有者等、

所在地、建物の概要、対応状況等をデータとして整備し、随時、更新を行います。

<具体的な取り組み>

● 地元自治会の協力による空家調査の実施

● 本計画見直し時期前の「空家等外観調査」及び「空家等利活用意向調査」の実施

● 意向調査結果の分析（今後の取り組みの確認）

● データの一元管理
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（２）空家等の所有者等への啓発

①広報及びホームページ等による情報提供

空家等を適切に管理するには、発生予防の段階での啓発に加え、空家等の所有者等となっ

た後も継続的に情報提供を行う必要があるため、空家等を適切に管理する方法や活用策等に

ついて、広報、ホームページ等を通じて情報提供の取り組みを行います。

<具体的な取り組み>

②適正管理にむけた空家等の所有者等への周知

空家等の所有者等にとって、どのような状況が管理不全であるかはわかりません。「空家

管理チラシ」等を活用して周知します。防犯面、生活環境面等において、どのような状態を

保つことが必要か周知徹底する必要があります。

<具体的な取り組み>

③空家等の所有者等がすべきこと

空家等を適切に管理することは空家等の所有者等の責務として、特措法に定められていま

す。管理を怠ると、空家等が通行人等に危害を及ぼす可能性があります。その場合、損害賠

償等が発生する可能性がありますので、定期的に管理を行い、しっかりと空家等の状態を把

握し、近隣に迷惑を掛けないように心がけてください。そのためにも、近隣の人と連絡が取

れるような関係を築くことが大切です。空家等の状態を報告してもらい、いち早く対処でき

るように備えてください。

定期的な、空家等の管理サービスの活用を検討してください。

<具体的な取り組み>

● 空家管理及び相談チラシによる周知

● 国による相続登記の義務化や、推進にむけた情報提供

● 空家管理チラシによる周知

● 空家相談チラシによる周知

● 空家管理サービス事業者の紹介
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④住民等ができること

周辺に悪影響を及ぼす空家等の発生を抑制するためには、近隣の人と連絡が取れるような

関係をつくることが大切です。

近所つきあいを大切にし、プライバシーに配慮しながら連絡先を交換することで、お互い

の家を長期間、留守にしなければならなくなった時に、情報のやり取りができ、周辺に悪影

響を及ぼす空家等の発生の抑制に繫がると考えています。

<具体的な取り組み>

● 周辺に影響を及ぼすまでに対応できるような、近隣住民と所有者等の連絡先等の

情報共有
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（３）具体的な対応

①空家等の相談があった場合の町の対応

空家等の相談があった場合、近隣住民が所有者等と連絡が取れない場合や連絡が難しい場

合は、町が水道情報や実態調査により空家等であるかを確認し、特措法に基づいて税務情報

や戸籍情報等で所有者等を調査します。その結果により適切な管理を依頼する等の措置を行

い、記録します。

※空家等の状況が改善されない場合は、条例に基づく措置を検討します。

②管理不全空家等の所有者等への措置

繰り返し注意喚起を行ったにもかかわらず、管理不全の状態が改善されない場合には、条

例に基づき所有者等に対する助言及び指導、勧告、命令、氏名等公表を検討します。

空家等が管理不全空家等に該当するかは、空家管理状況調査票（Ｐ１５）の評価点により

判断します。

文
書
に
て
通
知

助
言
・
指
導

勧
告

命
令

氏
名
等
公
表

相
談
受
付

所
有
者
等
確
認

実
態
調
査

適
切
な
管
理
願
い



- 34 -

③特定空家等の所有者等への措置

特定空家等は、住民に著しい悪影響を及ぼすおそれのある状態の空家等です。

繰り返し注意喚起を行ったにもかかわらず、状態が改善されない場合には、河合町空家等

対策協議会の意見を基に町長が特定空家等と認定した場合、特措法及び条例に基づき助言及

び指導、勧告（※１）、命令、氏名等公表を行います。

これらの措置を実施しても改善されない場合は、代執行を検討します。

代執行とは、地方自治体が所有者等に代り特定空家等の危険性を除却するための措置です。

代執行に係る費用については、所有者等に請求します。

また、所有者等が不明（※２）な場合は特措法に基づく略式代執行も検討し、さらに相続

財産管理人制度（※３）及び不在者財産管理人制度（※４）の活用等も検討します。

※１ 勧告

特措法による勧告がなされた特定空家等の敷地において固定資産税課税標準の特例

（地方税法第３４９条の３の２関係）の適用を受けている場合は、その特例が解除され

ます。

※２ 所有者が不明

不動産登記簿等の情報により調査しても所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつ

かない場合

※３ 相続財産管理人制度（民法第９５１条）

被相続人に相続人のあることが明らかでない場合、すなわち相続人の存否が不明である

場合（相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれ

る。）、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の申立によって相続財産管理人を選任する制度

※４ 不在者財産管理人制度（民法第２５条）

不在者（従来の住所又は居所を去った者）がその財産の管理人を置かなかった場合、又

は不在中に財産管理人の権限が消滅した場合、家庭裁判所が利害関係人、又は検察官の請

求によって管理人を選任し、家庭裁判所の後見的監督の下で、管理人をして不在者の財産

の管理・保存に当たらせる制度
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空家等が特定空家等に該当するかは、国の【「特定空家等に対する措置」に関する適切な

実施を図るために必要な指針】（ガイドライン）を参考に、河合町の判断基準にて判断しま

す。

④緊急安全措置

人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急対応の必要があると認めるとき

には、町は、その危険を防止するための必要最小限の措置を実施することを検討します。

なお、措置に費用が発生する場合は、所有者等に請求します。

必要最小限の措置とは、近隣住民等に危険を知らせる看板やバリケードの設置、建築物へ

の防護ネットの設置や倒れそうな樹木をロープ等による補強等の簡易な措置を想定してい

ます。
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１ 建築物が倒壊等のおそれがある。

・基礎に不同沈下がある ・柱が傾斜している

２ 建築物の構造耐力上主要な部分の破損等がある。

・基礎が破損又は変形している ・土台が腐朽している

３ 屋根、外壁が脱落、飛散等するおそれがある。

・屋根が変形している ・屋根外壁仕上材が剥離している

・壁体に破損等により貫通する穴が生じている

４ 看板、塀等が脱落、飛散等するおそれがある。

・看板、給湯設備等が転倒している

・屋外階段、バルコニーが腐朽、破損している

・門、塀がひび割れ破損している

５ 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

・擁壁のひび割れ、老朽化等による危険な状態にある

１ 建築物又は設備等の破損等が原因によるもの。

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出等があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

２ ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にあるもの。

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支

障を及ぼしている

特定空家等の判断基準 ※「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドラインより）

（イ）そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

（ロ）そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
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１ 景観法等

・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作

物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている

２ その他周囲の景観と著しく不調和な状態にあるもの。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり

汚れたまま放置されている

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている

・立木等が建築物に全面を覆う程度まで繁茂している

・敷地内にごみ等が飛散、山積みしたまま放置されている

１ 立木が原因によるもの。

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている

２ 空家等に住みついた動物等が原因によるもの。

・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼし

ている

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれ

がある

３ 建築物等の不適切な管理等が原因によるもの。

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等、不特定の者が容易に侵入できる状態で放

置されている

（ハ）適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

（ニ）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
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４章 住民相談及び実施体制

住民等からの空家等に関する情報提供や所有者等からの相談に対応するため、総合窓口を

設置します。

相談内容等に応じて、住宅課より関係する担当課等及び外部の関係団体等と連携して様々

な課題について対応します。

【空家等総合窓口】住宅課

・空家等に関する全般的な相談対応関係

・地域住民への情報発信関係

・空家等に対する補助制度関係

・空家等に対する調査関係

・空家等に関するデータ管理関係

・空家等対策計画（実施計画含む）の見直し関係

・空き家バンク（空き家コンシェルジュ・株式会社ＬＩＦＵＬＬ）
による流通支援関係（利活用及び寄付等含む）

・空き家セミナー及び空家相談会の開催関係

・空家等対策協議会の開催関係

・空家等対策庁内連絡会議の開催関係

①空家等の利活用及び予防関係

・各大字及び自治会からの情報提供に関する対応

・移住に関する情報発信

②管理不全空家等及び特定空家等に対する措置関係

悪影響を及ぼすおそれのある理由等

①建築物及び擁壁等の破損や倒壊等

②道路敷等（通学路含む）への影響

③ごみの放置や不法投棄等

④立木や雑草の放置

⑤有害鳥獣等

⑥不法侵入及び火災予防等

③空家等所有者等確認関係

・空家等の所有者等情報確認

４－１ 空家等の相談
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法定協議会である「河合町空家等対策協議会」を令和３年３月１日に設置し、空家等対策

について専門的な立場から協議を実施するとともに、特定空家等や管理不全空家等に対する

措置及び緊急安全措置並びに空家等対策計画の策定等に関する協議を行います。

協議会委員

地域住民の代表

町議会の議員

法務、不動産、建築等に関する学識経験者

奈良県警察の警察官及び奈良県広域消防組合の消防吏員

社会福祉協議会

町行政

４－２ 河合町空家等対策協議会
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空家等に係る相談や問い合わせは、建築構造、防災、衛生、景観、税務、法律等の専門的

な内容が含まれることから、「河合町空家等対策庁内連絡会議」を組織し、さまざまな問題

に積極的に取り組みます。

連携関係課等

１ 政策調整課 ９ 教育総務課

２ 安心安全推進課 １０ まちづくり推進課

３ 税務課 １１ 地域活性課

４ 管財課 １２ 上下水道課

５ 住民福祉課 １３ ファシリティマネジメント推進室

６ 子育て支援課 １４ 社会福祉協議会

７ 福祉政策課 １５ 住宅課

８ 環境対策課

４－３ 河合町空家等対策庁内連絡会議
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５章 ＰＤＣＡサイクルによる効果検証

空家等の対策を着実に実行するためには、計画と取り組みの実施状況を評価し、必要に応

じて見直しを行うことが重要です。そこで、下記のＰＤＣＡサイクルに基づき、進捗管理を

実施し、計画に基づき実施した取り組みについて、進捗状況や成果、課題等について検証を

行い、その結果を踏まえて必要に応じて計画の見直しを検討します。

なお、評価項目として、下記項目等について検討します。

①特定空家等の数

②管理不全空家等の数

③空家相談会及び空き家セミナーへの来訪者数

④空家等の除却（解体）数

⑤空き家バンクの登録件数

⑥移住者数

⑦補助金利用件数

ＰＬＡＮ【計画】
空家等対策計画の策定

・体制の整備

ＡＣＴＩＯＮ【改善】
施策・事業の実施

空家等対策計画の見直し

ＣＨＥＣＫ【評価】
施策・事業の進渉管理

空家等対策協議会での検討

ＤＯ【実施】
施策・事業の実施

ＰＤＣＡサイクル

５－１ 計画の見直し


